
盛岡広域振興局長告示第89号 

 特定猟具使用禁止区域の指定（平成22年盛岡広域振興局長告示第63号）で告示した矢巾町中央特定猟具使用禁止区域の区域を次

のとおり変更した。 

  平成28年10月21日 

盛岡広域振興局長 浅 沼 康 揮  

 変更後の矢巾町中央特定猟具使用禁止区域の区域 紫波郡矢巾町地内の国道４号線と町道五百刈田巾線との交点を起点とし、起

点から国道４号線を北に進み町道西前線との交点に至り、同点から同町道を西に進み町道田中縦道線との交点に至り、同点から同

町道を南西に進み更に西に進み一般県道不動矢幅停車場線との交点に至り、同点から同一般県道を南西に進み東北新幹線との交点

に至り、同点から東北新幹線を南に進み町道白北線との交点に至り、同町道を西に進み一般県道不動矢巾停車場線との交点に至り

、同点から同一般県道を北に進み町道北明堂１号線との交点に至り、同点から同町道を西に進み町道北明堂２号線との交点に至り

、同点から同町道を北に進み矢巾斎苑と森林との境界の交点に至り、同点から同境界を西に進み町道南明堂線との交点に至り、同

点から同町道を北に進み町道赤林南矢幅線との交点に至り、同点から同町道を北に進み町道三堤３号線との交点に至り、同点から

同町道を北に進み町道上程島線との交点に至り、同点から同町道を東に進み町道下海老沼線との交点に至り、同点から同町道を北

に進み岩崎川右岸との交点に至り、同点から同川右岸を下流に進み一般県道矢巾停車場線との交点に至り、同点から同一般県道を

東に進み町道中央１号線との交点に至り、同点から同町道を北に進み町道畑中線との交点に至り、同点から同町道を東に進み町道

藤沢９号線との交点に至り、同点から同町道を北に進み町道島線との交点に至り、同点から同町道を西に進み町道諏訪３号線との

交点に至り、同点から同町道を北東に進み町道樋ノ口２号線との交点に至り、同点から同町道を北東に進み町道樋ノ口７号線との

交点に至り、同点から同町道を北に進み見前川右岸との交点に至り、同点から同川右岸を下流に進み町道名郷根線との交点に至り

、同点から同町道を南西に進み町道巾黒川線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み町道巾前線との交点に至り、同点から

同町道を南西に進み更に南に進み町道北前野２号線との交点に至り、同点から同町道を南西に進み町道北前４号線との交点に至り

、同点から同町道を南に進み町道下田線との交点に至り、同点から同町道を南に進み町道坂北線との交点に至り、同点から同町道

を西に進み町道太郎助線との交点に至り、同点から同町道を南に進み一般県道大ヶ生徳田線との交点に至り、同点から同一般県道

を西に進み町道田郷風張線との交点に至り、同点から同町道を南に進み町道五百刈田巾線との交点に至り、同点から同町道を西に

進み起点に至る線に囲まれた一円の区域 
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